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国の認定基準を教えてください。 
認定基準のキーワードは、（1）有機的連携、（2）経営資源、（3）新商品・新サービスの開発等、（4）経営

の改善の 4 つです。 
1.農林漁業者と中小企業者が「有機的連携」すること 
2.お互いの「経営資源」を有効に活用すること 
3.「新商品・新サービスの開発等」を行う事業であること 
4.農林漁業者と中小企業者の「経営の改善」が実現すること 
 
国の認定を受けるメリットは何ですか？ 
認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスや販路開拓のサポートなどのほか、試作品開発や販路

開拓のための市場調査等に対する補助 （2／3 補助）、設備投資減税（30％の特別償却又は 7％の税額控除）、中

小企業信用保証の特例、政府系金融機関の融資等の支援策が用意されております。 
詳細は次のとおりとなります。 
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